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ＮＡＡアートギャラリー使用約款 

成田国際空港株式会社 

旅客ターミナル部 

 （目的）  

第１条 この約款は、成田国際空港株式会社(以下、「会社」といいます。) が、空港を利用するお客様に楽しんで頂くた

めに成田国際空港 (以下、「空港」といいます。) 第１旅客ターミナル中央ビル本館５階に設置する NAA アートギャラ

リー (以下、「ギャラリー」といいます。) の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とします。 

 （使用目的等） 

第２条 ギャラリーは、絵画、彫刻その他の芸術作品の展示発表の場として使用して頂きます。 

２ ギャラリーの仕様は別図のとおりです。 

（資格条件） 

第３条 ギャラリーを使用できるのは、前条第１項の使用目的のもと、本約款を承諾した方とします。 

（使用料） 

第４条 使用料は無料とします。 

（展示期間等） 

第５条 展示期間は、原則として水曜日を初日とし、最長で３週間を超えないものとします。ただし、会社が認めるときは

このかぎりではありません。 

２ 前項の展示期間には、展示物の搬入及び搬出を含みます。 

３ 展示時間は午前 6時から午後 22時までとします。ただし最終日は原則として午後３時までに展示を終了し、ギャラリ

ーを使用する方（以下、「使用者」といいます）は速やかに搬出作業を行うものとします。 

４ 災害又は事故その他空港運営上の理由によりギャラリーを使用できなくなった場合には、再度会社は展示期間につ

いて使用者と協議するものとします。 

（使用の申込及び許可） 

第６条 会社はギャラリーの使用が可能な期間を、成田国際空港公式WEBサイト（以下、「HP」といいます。）上で公表す

るものとします。なお、キャンセル待ちは受け付けず、キャンセルが出た場合は HP上で公表するものとします。 

２ ギャラリーの使用を希望する方は、HP上で公表する申込締切日（必着）までに、NAAアートギャラリー使用申込書（以

下、「申込書」といいます。）に必要事項を記入の上、作品の写真（カラー手札サイズ以上３枚程度）等を添えて郵送に

て提出して下さい。なお、郵送にかかる費用は会社では負担致しかねます。 

３ 会社は次条第１項の規定に基づき使用の可否を判断いたします。なお、応募者多数の場合は、抽選とします。 

４ 会社は前項の結果を、NAAアートギャラリー使用可否回答書（以下、「回答書」といいます。）をもって通知します。 

(１） 使用を許可する場合、会社が回答書を発送した時点をもって予約が完了したとみなします。 

(２） 使用をお断りする場合、第２項の規定に基づき提出された書類及び作品の写真等は申込者に返却します。その

際、異議申し立ては受け付けません。 

 （使用制限等） 

第７条 会社は、申込内容が次の各号のいずれかに該当する場合は使用をお断りします。 

(１） 特定の政治活動、宗教活動又は営利活動と認められるとき 

（２） 観覧者から料金、寄付金等金品を徴収するおそれがあると認められるとき 

（３） ギャラリー又はその付属物を棄損、汚損又は紛失するおそれがあると認められるとき 

（４） 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき 

（５） 第 12条に定める禁止事項に該当するおそれがある等、管理上支障があると認められるとき 

（６） 申込の氏名又は団体名の別を問わず、過去に次条第１項に規定する使用許可の中止又は取り消しの処分を受け

た者が使用者に含まれるとき又は含まれるおそれがあると認められるとき 

（７） その他会社が不適切と認めたとき 

２ ギャラリーを使用した場合、使用者は、展示期間の初日から起算して 1 年間は再びギャラリーを使用することはでき

ません。ただし、会社が認めるときはこの限りではありません。 

 （使用許可の取り消し） 

第８条 会社は、第６条第４項の規定をもって予約を完了した後であっても、使用者が次の各号のいずれかに該当する

ときはギャラリーの使用を中止又は取り消すことができるものとします。なお、使用の中止又は取り消しによって生じ

た損害については、NAAはその責を負いません。 
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（１） 第２条第１項に規定する使用目的に反すると認められるとき 

（２） 前条第１項各号に規定する条件のいずれかに該当したとき 

（３） 第 12条各号に規定する禁止事項のいずれかを行ったとき又は行うおそれがあると認められたとき 

（４） 第 13条の規定に該当したとき 

（５） 申込書に記載された内容と異なる展示を行っている、又は申込書記載内容に偽りがあったと認められた                    

とき 

２ 前項の規定により使用の中止又は取り消しを受けた者は、永久に使用者としての資格を失います。 

 （使用者の責務等） 

第９条 展示時間内の会場運営及び作品の管理は、使用者の責任において行うものとします。 

２ 会社は、ギャラリーの使用において使用者及びその作品に生じた損害については、会社の故意又は過失による場合

を除きその責を負いません。 

３ 使用者は、その過失によりギャラリー又はその付属物を棄損、汚損又は紛失した場合は、直ちに会社に報告し、その

指示に従うものとします。なお、その修復、補充に要する実費は使用者の負担とします。 

（搬入搬出及び展示） 

第 10条 作品の搬入、搬出及び展示作業はすべて使用者が行うものとし、搬入及び搬出の経路について会社の指示に

従うものとします。 

２ 搬入・搬出作業時に生じた事故等については原則として使用者の責任とします。この時、使用者の故意又は過失に

より会社の施設若しくは工作物又は旅客若しくは第三者に損害又は損傷を与えた場合は賠償して頂きます。 

（展示案内及び備品等） 

第 11 条 展示にかかる広報活動として、会社はプレスリリース及び第１旅客ターミナルビル内のポスター掲示を行いま

す。 

２ 展示についての案内状の作成等は使用者にて行って頂きます。 

３ ギャラリー内の案内板、作品のキャプション、芳名帳、筆記用具等必要な備品は使用者で用意して頂きます。 

４ 会社はプレスリリースに使用された写真を会社の HP等に掲載できるものとします。 

 （禁止事項） 

第 12条 使用者は次の各号に該当する行為をしてはなりません。 

（１） 展示作品及びその他物品の売買 

（２） 会社の許可なく使用者を変更すること 

（３） ギャラリー内での飲食、飲酒又は喫煙 

（４） 刃物、棒その他人に危害を加えるおそれがある物を持ち込むこと 

（５） 裸火を使用すること 

（６） 秩序を乱す行為又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること 

（７） その他、成田国際空港管理規程に反する行為を行うこと 

（暴力団等反社会的勢力の排除） 

第13条 暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者その他反社会的勢力)に該

当・関与している方のギャラリーの使用はお断りさせて頂きます。 

（個人情報の取扱） 

第 14 条 個人情報について、会社はギャラリー運営に係る業務のために利用するものとします。ギャラリーにおける個

人情報の取扱については成田国際空港株式会社 WEB サイトに記載の『個人情報保護への取組みについて』を適用し

ます。 

（約款の改訂） 

第15条 会社は、必要に応じてこの約款を改訂することができるものとします。なお、改訂に関する異議申し立ては受け

付けません。 

（その他） 

第 16条 その他必要な事項は会社が定めます。 

   

附 則(平成 23年 7月 11日) 

この約款は平成 23年 7月 20日から施行します。 

附 則(平成 25年 10月 8日) 

この約款は平成 25年 10月 9日から施行します。 
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別図 

 

 

 

 

 

 

 

展示壁面   25.8m 

（※図の太線部分） 

面積      7.2m2 

高さ       2.6m 

※１ ロビーチェア、受付台は可動式 

※２ 点線部は午後 22時より翌朝 6時までリンクシャッターを閉める 

※３ 展示壁面のワイヤーフックは 43箇所 
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